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１

ペ
ー
ジ

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
か
ら
土
地
改
良
事
業
（
梨
平
地
区
基
盤
整

備
促
進
事
業
（
用
排
水
施
設
整
備
）
）
に
係
る
工
事
が
平
成
十
八
年
五
月
二

十
三
日
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建

平
成
十
八
年
六
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
大
仙
市
鴬
野
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更

に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
六
月
二
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
十
七
日

築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
十
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
十
七
日

告
　
示

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
（
五
四
二
、
五
四
三
・
山
本

地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

公
　
告

◯
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
１

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

教
育
委
員
会
告
示

◯
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
一
三
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
２

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建

築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
十
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

公
　
　
　
　
　
　
告

告
　
　
　
　
　
　
示

指
定
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
十
三
日

道
路
の
幅
員

四
メ
ー
ト
ル

道
路
の
延
長

三
一
・
四
六
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
二
ツ
井
町
字
下
野
家
後
三
十
二
番
地
の
三

有
限
会
社
成
金
金
物
店

代
表
取
締
役
　
成
　
田
　
一
　
哉

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

能
代
市
二
ツ
井
町
字
下
野
家
後
二
十
番
地
の
十

指
定
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
十
三
日

道
路
の
幅
員

四
・
五
〜
五
メ
ー
ト
ル

道
路
の
延
長

三
四
・
九
八
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
三
種
町
浜
田
字
村
上
四
百
九
十
三
番
地

有
限
会
社
桧
森
建
築
工
業

代
表
取
締
役
　
桧
　
森
　
三
喜
男

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

能
代
市
字
鳳
凰
岱
百
六
十
三
番
地
六
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２

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
黒
倉
堰
地
区

ほ
場
整
備
事
業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
七
月
三
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
仙
北
市
神
代
出
張
所

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
十
七
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男

一
　
日
時
　
平
成
十
八
年
七
月
五
日
　
午
前
十
時
四
十
分

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

三
　
案
件

（一）

議
会
の
議
決
を
経
る
べ
き
教
育
関
係
議
案
に
対
す
る
意
見
に
つ
い
て

の
専
決
処
分
報
告

（二）

「
秋
田
県
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の
設
定
」
の
一
部
を
改
正
す
る
案

（三）

秋
田
県
心
身
障
害
児
就
学
審
議
会
委
員
の
任
命

（四）

秋
田
県
立
博
物
館
協
議
会
委
員
の
任
命

（五）

そ
の
他

教

育

委

員

会

告

示
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